
令和 3年（行コ）第4号 発電所運転停止命令義務付け請求控訴事件

控訴人兼被控訴人（一審被告） 国（処分行政庁：原子力規制委員会）

被控訴人（一審原告）

控訴人（一審原告）

参加人

Xl ほか

X51 ほか

関西電力株式会社

証拠説明書 (12) 

令和 5年 11月 13日

大阪高等裁判所第 6民事部CE係 御中
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略語は準備書面の例による。

号証 標目

（作成者等）

原作成

・ 年月日

写

立証趣旨

乙第329号証I粘土鉱物と変質作用（抜|三lttl3.3. 15 I礫の岩種によって風化の程度に差

粋） が生じる点に関して、それぞれの

（吉村尚久） 岩種が含む鉱物に、風化に対する

抵抗度の差があること

乙第330号証 1新版地学事典（抜粋） 写 HS.10. 20 菓理（ラミナ）が、礫が動いた痕

（地学団体研究会） 跡ではなく、構成する砂や粘土の

乙第331号証I兵庫県神戸市で発見さ I写IH8.12 

れた三瓶火山起源のテ

フラ

（加藤茂弘ほか）

I…... + 

乙第332号証1活動時期の違いに基づ l写IH2.7 

く活断層詳細図の表現

（渡辺満久）

乙第333号証I屏風山・恵那山断層帯I写IR4.5 

及び猿投山断層帯（恵

那山一猿投山北断層帯）

における重点的な調査
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粒径の大小、構成鉱物の違いや色

の配列の違いによって認められる

堆積構造であること

大飯破砕帯有識者会合の有識者が

いずれも第四系の広城テフラを用

いた地層年代の認定及び評価に専

門的知識を有している研究者であ

ること （岡田委員分）

同上 （渡辺委員分）

同上 （菫松委員分）



観測

令和 3年度報告書（抜

粋）

（文部科学省研究開発

局国立大学法人東海国

立大学機構）

乙第334号証 武蔵野台地・大宮台地 写 Hl 1. 2 同上 （廣内委員分）

における第四紀後期段

丘面の高度分布から見

た荒川断層の活動性に

ついての再検討（抜粋）

（廣内大助）
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